
○

中
間
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
四
号
）

（
第
四
十
一
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
一
株
当
た
り
中
間
純
損
益
金
額
等
の
注
記
）

（
一
株
当
た
り
中
間
純
損
益
金
額
等
の
注
記
）

第
六
十
五
条

（
略
）

第
六
十
五
条

（
略
）

２

財
務
諸
表
等
規
則
第
九
十
五
条
の
五
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
潜
在
株
式
調

２

新
株
引
受
権
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
権
利
に
係
る
プ
レ
ミ
ア
ム
又
は
行
使

整
後
一
株
当
た
り
中
間
純
利
益
金
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

に
よ
り
一
株
当
た
り
中
間
純
利
益
金
額
が
減
少
す
る
転
換
請
求
権
若
し
く
は
こ

て
、
同
条
第
二
項
中
「
当
期
純
利
益
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
中
間
純
利
益
金
額

れ
に
準
ず
る
権
利
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
当
該
プ
レ
ミ
ア
ム
の
現
実
化
に
よ

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
株
式
数
の
増
加
又
は
当
該
転
換
請
求
権
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
権
利
の
行

使
を
仮
定
す
る
こ
と
に
よ
り
減
少
し
た
一
株
当
た
り
中
間
純
利
益
金
額
を
前
項

の
記
載
の
次
に
潜
在
株
式
調
整
後
一
株
当
た
り
中
間
純
利
益
金
額
と
し
て
記
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


